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　異なる言葉を話す者同士の円滑な疎通には、双

方の価値観、世界観の共有は必須で、それが弱い

と疎通の難しさが生じてくる。ところが同じ日本

語を話す日本人同士でも、疎通の難しいことがあ

る。

　会議時間の短縮化、情報共有の流れを良くする

ためにやれることは何かを考えた。たとえば、

「人々が互いに関わり合って生きて暮らしていく

場」のことを、日本語では「世の中」とも「世間」

とも「社会」とも言う。言葉が違うのだから、意

味も違うはずだが、その識別はあいまいだ。その

原因は一つひとつの単語が抱える世界観の違いの

未整理にありそうだ。

　一つの言語は一つの世界観、価値観の中で培わ

れていくものだが、日本語には一つの言語の中で

「和語、漢語、西洋文化の日本持ち込みに伴う翻

訳造語」のそれぞれが抱える異なる世界観が、混

在している。

　「世の中」というように、漢字の読みが訓なら

“八百万（やおよろず）”や“和”という和語の

世界観の言葉なので、「世の中」には自分を軸に

しているけれども「平和な世の中」というぼんや

りした“有情の空間”が無理なく伴える。「世間」

というように音読みなら、「世間体」や「世間の目」

というように、他人の視線を伴う自分の行動する

範囲の外側には漢語の世界観である“仁・義・

礼・智・真”など中国思想が漂っているなど、「世

の中」よりもだいぶ具体的な空間を指している。

　殆どの言葉は漢字の読みの音訓で、この２つの

世界のどちらに入るかは大概識別できるのだが、

やっかいなのは漢字による翻訳造語の存在だ。

　翻訳造語は西欧文化を日本に紹介するために造

語されたので、言葉が背負う世界観は西欧文化だ

が、その言葉は国内では憧れとともに最先端の文

明として使用されたので、翻訳造語はピッカピカ

で、「自己、自由、権利、論理」といった頭脳明

晰で、最新鋭な空気感をともなっている。翻訳造

語された和製漢語一覧（http : //www5b .b i -

globe.ne.jp/~shu-sato/kanji/waseikango.htm）を

眺めると、和語にも漢語の世界観にも当てはめに

くい言葉だということが伝わってくる。

その西欧文化から翻訳造語の「社会」を眺める

と、「世の中」と重なる部分もあるが時間的概念

は伴わず、公共的性質が伴うなど、微妙に「世の

中」とも違っていることに気付く。

　私たち日本人はこうした言葉が背負っている異

なる世界観を見事に使い回すことで疎通している

のだが、気になるのは使い回しの個人差だ。その

個人差が、疎通のまずさに繋がってくる。そこで、

こんな世界観の個人差など気にせず確実に伝える

言い方も見つけた。落語など、日本の噺やヒット

した歌謡曲の歌詞は殆どが、訓読みだったのだ。

それに倣えば、漢語の「会議」は「考えを合わせ

るために話し合う場」、翻訳造語の「応援」は

「支え助ける」となる。円滑な疎通には、ピッカ

ピカな言葉、音読み漢字の言葉は、訓読みの言葉

に言い砕くことが日本語では円滑な疎通のコツに

なりそうだ。日本語は複雑だが、重層化の構造は

意外にスッキリ、単純だ。

　空気の流れのよい職場とは、案外、こんなこと

で生まれるのかもしれない。
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2022年３月卒業予定の大学・大学院生などを

対象にした企業の採用活動が本格化している。昨

年は新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブ

面接による採用が一気に広まった。中小企業に

とっては応募地域の広域化や経費削減などメリッ

トも多い。コロナ禍が長期化する中で、対面と

ウェブの面接を組み合わせた『ハイブリッド型』

が新常態として定着しそうだ。知名度では大企業

にかなわない中小企業こそ、オンライン採用を上

手に活用したい。

　採用コンサルティングのMyRefer（東京都中央

区）が就活生に実施したアンケート（調査時期

20年７月）によると、複数の内定を持つ学生の

うち約57％が、最終的に内定先を「１社に絞る

時期」は内定式後と回答している。例年は内定式

前に９割が１社に絞る。行動が慎重になった理由

は「どの内定先が自分にあっているか決め手に欠

ける」（約48％）が最も多かった。企業側も「本

当に優秀な学生を取りこぼしていないか」など不

安は尽きなかったようだ。

　一方で、ウェブ面接のメリットをあげる企業も

少なくない。都内で試験機器を製造する中小企業

は「従来は首都圏の学生しか応募してこなかった。

会社説明会や面接をウェブにしたら地方の学生も

受けてくるようになった」と好感する。採用経費

が前年より４割削減になった I T系の中小企業も

ある。ウェブ主体の採用は学生の交通費や宿泊費

といった会社負担が少なくて済む。

　オンライン採用で実績をあげている中小企業は

インターンシップに工夫を凝らす。学生は会社説

明会の焼き直しのようなインターンシップには魅

力を感じない。都内の I T 系企業は、志望者に

「会社の○年後」をテーマにしたオンライン演劇

をグループ単位で実施した。学生は準備段階で経

営課題も含めた情報を提供してもらえるため、企

業への理解や愛着を深めることができる。

会社説明会と一次・二次面接はウェブを利用し、

最終面接のみ対面で行った中小企業のトップは

「ウェブ面接だけでは職場のイメージが湧きにく

い。採用は肌感覚の情報共有が大事」とみる。こ

のため学生が自分の希望する職場かどうか感触を

つかめるよう、社員とのフリートークを行った。

また社員が知人や友人を紹介するリファラル採用

を導入する企業が増えている。ウェブ面接での情

報不足や合同説明会が開催されないことによる

「出会いの場」の減少を補っている。

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）への関心

が高まる中、学生は就職先を選ぶ基準として企業

の社会貢献度や働きがいを重視する傾向にある。

「社会課題の解決に役立つ仕事をしたい」

「SDGsに配慮する企業でなければ生き残れない」

との考えからだ。環境に配慮したモノづくりや再

生可能エネルギーの利用、自然保護活動、事業継

続計画（BCP）、健康経営などの取り組みを積極

的に発信できるようにしたい。

 中小企業にとってオンライン採用は諸刃の剣で

もある。『ハイブリッド型』が定着すれば、イン

ターンシップなどでは創意工夫が試されよう。学

生から深い共感や十分な理解が得られない企業

は、内定辞退や早期離職が多発しかねない。中小

企業は個性あふれる手法で学生を魅了し、優秀な

人材の確保に努めてほしい。

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル
トランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されるとともに、こう
した投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置が創設されました。
　法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地
に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す
る運びとなりました。

　法人課税
１．法人税率の軽減措置

法人会提言
・中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本

則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。な
お、本制度は令和３年３月末日が適用期限となっ
ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限が２年延長されました。

２．中小企業投資促進税制
法人会提言
・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡

充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和３年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業投資促進税制に商業・サービス業・農林

水産業活性化税制を整理・統合したうえで、適用
期限が２年延長されました。

３．中小企業の設備投資支援措置
法人会提言
・「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税

制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

改正の概要
・中小企業経営強化税制について、対象に経営資源

集約化設備が追加されたうえで、２年延長されま
した。

・中小企業防災・減災投資促進税制について、計画
の認定期限が設けられるとともに、特別償却率の
引き下げや対象資産の見直しが行われました。

地方税
１．固定資産税の抜本的見直し

法人会提言
・令和２年の全国の公示価格は５年連続で上昇し、

地方圏においても、全用途平均、商業地が平成４
年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、地価は全
国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和３年度は
評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企
業に多大な影響を与えていることから、負担増と
ならないよう配慮すべきである。

改正の概要
・令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担

水準が商業地等は60％未満、それ以外は100％未
満の土地に限る）及び農地（負担水準が100％未
満の土地に限る）については、令和２年度の課税
標準額と同額となります。

その他
１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
　　税制上の措置の延長等

法人会提言
・新型コロナウイルスの収束時期は不透明であるこ

とから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めな
がら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

改正の概要
・新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響

を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消
費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が
令和４年３月31日まで延長されました。

２．少子化対策
法人会提言
・少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育

等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用
に向けて検討する。

改正の概要
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受け

た者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準を減免す
る特例措置について、適用期限が２年延長されま
した。
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

コ ラ ム 税 制 改 正 に 関 す る 提 言
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